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■訪問薬剤管理指導についてお伺いします
月間（2019年12月）の訪問薬剤管理指導（医療・介護含む）の算定件数をお教え下さい。
＜半角数字でご記入ください＞＜必須＞ N=3335

訪問薬剤管理指導を ○実施している…2178件 ○実施していない…1157件

日本保険薬局協会 調査結果 在宅業務
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日本保険薬局協会の調査でも
在宅への参画薬局が増えてい
る事が確認出来た
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在宅医療に取り組む上での課題についてお教えください。
＜複数回答可＞＜必須＞ N=3335

○24時間調剤体制を確保すること…1544件 ○24時間連絡体制を確保すること…1075件 ○薬局の人員体制…2892件
○在宅医療で相談、連携できる薬局の確保…660件 ○コストが合わない…1037件 ○無菌調剤の体制確保…976件
○介護保険制度に係る知識を習得すること…918件 ○医療用麻薬の在庫…683件 ○医療材料や衛生材料などの知識を習得すること…963件 ○医療材料や衛生材料の
在庫…756件 ○その他 …86件

日本保険薬局協会 調査結果 在宅業務
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在宅医療で相談、連携できる薬局の確保

医療用麻薬の在庫

医療材料や衛生材料の在庫

介護保険制度に係る知識を習得すること

医療材料や衛生材料などの知識を習得すること

無菌調剤の体制確保

コストが合わない

24時間連絡体制を確保すること

24時間調剤体制を確保すること

薬局の人員体制

その他
・無菌調剤にかかるコストが回収できていないこと。 ・訪問用の車などハード面。 ・会社の体制。
・訪問診療する病院とのつながりがない。 ・独居の方の生活に合わせることが難しい。・処方医との信頼関係。 ・他職種との連携。 ・場所が遠い。
・人材と時間の確保。 ・在宅実施をしていることの周知。 ・在宅医療が必要な患者の来局、紹介がない。 ・在宅案件を頂くまでの営業力。
・処方元である病院及び近診療所が積極的に在宅医療をしていない。
・車の運転ができるものが一人しかおらず、その一人に負担がかかっている。
・契約書、Drの指示が必要なこと。 ・交通費の負担。 ・緩和ケアの知識の習得。 ・医師からの在宅訪問許可、理解。
・患者負担金、自己負担割合が高い患者。 ・やはり法的知識が足らず、医療材料の供給について分からない事がある。 ・休日、連休対応。
・患者もしくは家族が協力的かどうか。 ・患者への周知不足、「追加で負担金が増える」ことへの患者側の経済面。 ・患家の往復にかかる時間。
・会計の徴収方法（現金のみの希望利用者で未収などのトラブル）。 ・介護請求面でハードルが高い、書類が多い。 ・医師側の認識不足。
・一部の薬剤師しか在宅医療に取り組むことを理解していないこと。 ・医師の往診が不可能。介護職とのつながり。地域の取り組みが遅れている。

在宅に取組む上では、人員体
制、無菌調剤実施が課題であ
る
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通常の訪問薬剤管理指導に比べて認知症患者で手間がかかる業務についてお教えください。
＜複数回答可＞＜必須＞ N=3335
○特にない…407件 ○お薬カレンダーなどを用いる…1031件 ○訪問頻度が多い…851件 ○服薬指導…1112件
○一包化の加工（日付記載、ライン引きなど）…1494件 ○服薬状況の確認…1270件 ○本人からの相談対応…853件
○家族や他職種からの相談対応…744件 ○服薬不良や服薬拒否に対する処方提案などの薬学的対応…847件 ○その他…230件

日本保険薬局協会 調査結果 在宅業務
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家族や他職種からの相談対応

服薬不良や服薬拒否に対する処方提案などの薬学的対応

訪問頻度が多い

本人からの相談対応

お薬カレンダーなどを用いる

服薬指導

服薬状況の確認

一包化の加工（日付記載、ライン引きなど）

2020年1月調査（N=3335) 2019年1月調査（N=3838)

その他
・薬局業務と関係ない相談。 ・薬が紛失して無くなってしまう。 ・約束の訪問予定時間に不在で、何度か伺わないといけないことがある。
・服薬介助までは出来ないので、薬が本当に飲めているかどうか把握しにくい。 ・カレンダーを使えないための、個人に合わせた服薬支援。
・副作用チェックが困難。 ・認知症患者に信頼頂ける為のコミュニケーション力、提案力。 ・同じ話が繰り返され滞在時間が長くなる。
・適切に服用していただくための家族、多職種への対応。 ・地域支援センターとの連携。
・多職種への訪問指導内容報告。 ・請求が過重にされてるのではないか等支払いに関する説明。
・残薬回収、日数調整の頻度が多い。 ・契約時の説明、訪問時の戸締り、生活環境の汚染対策。 ・外用薬の使用法に対しての指導、工夫。
・喜怒哀楽がはっきりしているので、そういった意味での対応が大変。 ・患者様から得られる情報が少なく、報告書の内容に困ること。
・患者個々の状況に合わせて服薬管理を考えていくこと。 ・家族の協力を得にくい。 ・一包化に服用日を書き込むこと。
・ヘルパーとの混同により食事について相談うける。 ・こちらが説明してもすぐに忘れるため患者のことが信用できない。

一包化やカレンダーセットなど
に労力がかかる



A薬局の在宅業務
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在宅業務での重要な
役割となっている
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Ａ薬局 月間処方箋枚数平均1500枚 無菌調剤室設置あり
薬剤師 正社員6名 パート4人
医療事務 正社員2名
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A薬局の連携医療機関

A薬局の地域連携
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地方の在宅では、広範囲の多
くの医療機関との連携が求め
られる。

連携にはオンラインの情報通
信機器の利用が必要となる

例）ＬＩＮＥを活用
した医師との連携

写真での患者の
状況共有

投与後の情報
共有

投与量に関する
討議（検査値等参照
あり）
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A薬局の地域連携
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直近3ヵ月で往診同行を行いましたか?

＜該当する項目を選択してください＞＜必須＞ N=3335

○はい…385件 ○いいえ…2950件
「はい」と回答した方にお聞きします。
(1)往診同行時における「処方提案」もしくは「疑義照会にあたる情報提供」などの実施状況についてお教えください。
＜該当する項目を選択してください＞ N=384

○ほぼある…80件 ○よくある…103件 ○ある…151件 ○ほとんどない…42件 ○ない…8件

日本保険薬局協会 調査結果 往診同行診
察
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往診同行も増加傾向あり。
往診同行時における「処方提
案」もしくは「疑義照会にあたる
情報提供」などは約85％の実
施率である

往診同行：医師の在宅訪問に薬剤師
が同行する事
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多剤投与の改善に薬剤師が介入した事例についてお教えください。
＜複数回答可＞＜必須＞ N=3335

○処方せんに記載又は患者から聴取した血液検査値を元に処方提案…502件 ○薬局窓口や在宅で薬物有害事象が発見され処方提案…675件
○お薬手帳から多剤重複投与が発見され処方提案…2578件 ○患者もしくはその家族から相談があって処方提案…1515件
○看護師や介護スタッフから相談があって処方提案…570件 ○主治医から相談があり、共同で処方調整…351件
○薬剤師が必要と判断して処方提案（高齢者薬物療法ガイドラインなどを参考に）…403件
○薬剤師が必要と判断して処方提案（患者の生活状況をふまえ）…799件 ○その他…144件

日本保険薬局協会 調査結果 ポリファーマシーの
取組
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主治医から相談があり、共同で処方調整

薬剤師が必要と判断して処方提案

（高齢者薬物療法ガイドラインなどを参考に）

処方せんに記載又は患者から聴取した

血液検査値を元に処方提案

看護師や介護スタッフから相談があって処方提案

薬局窓口や在宅で薬物有害事象が発見され処方提案

薬剤師が必要と判断して処方提案（患者の生活状況をふまえ）

患者もしくはその家族から相談があって処方提案

お薬手帳から多剤重複投与が発見され処方提案

2020年1月調査（N=3335） 2019年1月調査（N=3838） 2018年1月調査（N=3251） 2017年1月調査（N=3023） 2016年1月調査（N=1932）

その他
・なんとなく続けているだけで明らかに必要ない患者を説得して医師に申し出てもらい一部処方削除。 ・経済的理由からの処方提案。
・併用禁忌などの飲みあわせ上問題で。 ・服薬開始時の病名・適応がはっきりせず、不調や再燃の兆候がみられない。 ・薬剤師会からの依頼。
・治療効果が疑わしかった為に服薬情報提供書にて提案。 ・ロキソニンが毎食後で継続処方されていたので、家族の方に必要性の確認

お薬手帳の活用と検査
情報が有用である。

患者や家族からの相談
もきっかけとなる
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入退院連携について

必要である
94%

必要でない
6%

必要である 必要でない

n=105

入院支援における薬局との連携が必要であると思う理由

●持参薬の確認に時間が掛かり過ぎる
●持参薬のチェック。たまに大量に残っているケースあり。本人や家族があいまいに
なっている事あり。
●入院前の生活状況や服薬状況が知りたい。ケアマネに聞いても答えられる人はい
ない。
●全例とは言わないが、ある程度事前に分かっている入院であれば、それまでに残
薬とか服薬状況などを薬局薬剤師から知らせてもらえれば皆助かると思う。
●薬のアレルギーや副作用歴など、薬局が把握している情報を共有したい。外来で
の服薬アドヒアランスや薬管理状況について、薬局から情報が欲しい。
●例えば、認知能力が低下していたり、独居であったり、家族ですら解っていなかった
りする場合がある。そのような時は、少しでも多くの情報が欲しいと思うから。
●手術目的で入院予定の患者さまの一包化してある薬から抗血小板薬等を抜いても
らうことができる。
●お薬手帳から各医療機関の投薬歴をまとめていただければ病院として業務軽減と
なる。
●ジェネリック医薬品のメーカーを当院と一緒にしてくれる、もしくは近隣薬局で統一し
てくれると良いと感じる。
●粉砕などで薬情・手帳がない場合の情報を得ることができる。薬袋なども持参しな
い人がいるので確認するときに手間がかかる。

●正しい服用方法がサプリメントの状況など院外で使用されている内容が不明の時も
あり「お薬手帳」には無い情報もあるため。他

【対象】
入院機能を持つ医療機関の医師・薬剤師・地域連携室等
【調査方法】
聞き取り調査方式
【調査期間】
2019年9月3日～9月20日
【回答医療機関】
１０５ 医療機関

「持参薬」「アドヒアランス」
「情報共有」が主な理由で
あった



必要である
96%

必要でない
4%

必要である 必要でない

退院支援における薬局との連携が必要だと思う理由
●保険薬局の先生方との連携はとても重要であると思います。以前、入院により、自己管理が困
難になった患者さまについて、処方の変更内容と一包化への協力のため情報提供させていただ
いた際、快く対応いただき、スムーズな薬物治療の継続に繋げました。
●かかりつけ薬局では、様々な医療機関の情報が集まっているので、病院で活用するために欲
しい。普段のコンプライアンスや生活などは薬局の方が分かっている。
●必要であることは間違えないが、現状の勤務体制では難しい。働き方改革に期待する。保健薬
剤師が病院の都合で参加は可能なのか？
●必要だと思いますが、実際のところ退院時共同指導料の算定はほとんどしていないのが現状
である。算定基準を見直すなどの対応は必要だと思われる。
●かかりつけ薬局では、様々な医療機関の情報が集まっているので、病院で活用するために欲
しい。
●地域完結型の医療を考える時、在宅で長く身体症状をコントロールしていくためには、薬剤師と
医師、看護師との連携は重要だと思われる。
●内服継続や副作用の早期発見が可能。
●退院後の服用形態に関してのフォローがアドヒアランスにも関わってくると考えられるため。
●退院時共同指導もそうだが、医師を含めると急にキャンセルになったり、予定も立てにくい。病
院薬剤師と薬局薬剤師＋αで算定できるようにした方が良いのではないか。
●薬局との連携ができていれば防止できたと思われる事例が多々ある。
【例】
・心筋梗塞でステント留置したため抗血小板薬が開始された、など重要な薬剤が開始した場合。
８か月は抗血小板薬二剤併用療法継続が必須、など病院から薬局へ情報提供ができれば、もし
医師が処方を忘れた場合に薬局から疑義が入れば、ステント内血栓発生を防止できる。
・薬物の自己中断が原因で、原疾患が悪化し入院する患者。継続服用できるよう薬局でも継続し
て指導を行うことで、再入院期間の延長が期待できる。
・ジギタリス中毒などで入院になった患者が、減量し退院となった場合。薬局でも中毒の初期症状
のフォローをすることで安全に薬物療法がおこなうことができる。
・ポリファーマシーの患者で薬剤調節し退院となった場合。退院後、薬剤が再開された場合に薬
局から処方医へ再開理由を確認することで、不必要な薬剤の再投与を防止できる。他

11

n=105

入退院連携について
病院と薬局がダイレクトに情報
共有出来る事でスムーズな薬
物治療の継続ができる
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退院時共同指導において薬局薬剤師に求める事は何か

n=71

19

7

3

32

16

11

0 5 10 15 20 25 30 35

薬局情報の共有

薬学的知識を活用した提案

服薬指導

その他（継続的な服薬管理）

その他

その他（カンファ参加）

●処方内容だけでなく、個々の薬に対する考え方や管理能力、薬の形状（嚥下機能）等と合わせなが
ら個別のすり合わせを医師、家族に伝達、確認する場にしてほしい。
●コンプライアンスが悪い人であるとか、家にたくさん薬をため込んでいるといった情報を共有できる
と良い。他

●ポリファーマシーの改善・残薬の調整
●認知、日常生活動作（ＡＤＬ）などに応じた調剤方法、管理者（補助者）の必要。
生理機能に応じた投与量の設定。他

●骨粗鬆症治療薬等、特殊な用法の薬の指導をお願いしたい。
●服薬を継続するよう、自己判断で中断しないように指導をしてほしい。他

●管理できないもしくは不十分な患者への薬剤管理、継続的な服薬指導
●患者が使用している薬剤の在庫があるか、在庫がない場合はいつ頃対応
可能か（退院時処方の日数を何日分にすればよいか把握できるため）。在宅
でどのような介入が可能か、情報提供してほしい。中毒など薬の副作用が原
因で入院になった場合、退院後もその薬剤を継続する場合は副作用早期発
見に努めていただきたい。他

●内容による、痛みや放射線治療、栄養面など病院がフォロー出来てない所、または院
内の薬剤師の手の届かないところをフォローしてほしい。
●自宅で患者がしっかり服用できるため、指導するための情報収集。
●病院で行っていた服薬管理方法の引継ぎやアドバイスを直接行う。他

●とりあえず参加してください。情報共有をして、次回の服薬指導等につなげてほしい。
●ケアマネに伝えても、退院後の服薬管理などはカバーしきれていない印象。薬剤師が介入し
たケースはこちらも情報を確実に伝えられ安心できた。どこの薬局が対応可なのか分からず、頼
み方も実際わからず・・・

患者個別対応の実施を出来
るように連携したい

病院の手の届かないところの
フォローを期待する。



日本保険薬局協会 調査結果 医療機関との連携

13

入院時・退院時において医療機関⇔薬局間の連携を行っていますか?

＜該当する項目を選択してください＞＜必須＞ N=3335

○ルーチンで行っている…28件 ○不定期だが必要に応じて行っている…415件 ○行ったことがある…639件
○行ったことがない…2253件

ルーチンで行っている, 

0.8%

不定期だが必要に応じ

て行っている, 12.4%, 

行ったことがある, 

19.2%

行ったことがない, 

67.6%

ルーチンで行っている 不定期だが必要に応じて行っている 行ったことがある 行ったことがない

薬局調査結果
入院時・退院時における医療
機関連携には課題あり



14

これまでに行ったことがある方にお聞きします。
入院時・退院時における医療機関⇔薬局間の連携で、実際に行っている内容についてお教えください。
＜複数回答可＞ N=1035

○入院時に入院医療機関に対して服用薬、治療経過等に関する情報提供…433件
○入院持参薬（入院前に服用していた薬や残薬）の整理…345件 ○退院時共同指導へ参加…258件
○カンファレンス（退院時共同指導を除く）へ参加…250件 ○地域や医療機関独自の医療情報連携ネットワークを活用した情報共有…118件
○退院時に入院医療機関から情報提供を受ける…531件 ○その他 …12件

日本保険薬局協会 調査結果 医療機関との連携

11.4%

24.2%

24.9%

33.3%

41.8%

51.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

地域や医療機関独自の医療情報連携ネットワークを

活用した情報共有

カンファレンス（退院時共同指導を除く）へ参加

退院時共同指導へ参加

入院持参薬（入院前に服用していた薬や残薬）の整理

入院時に入院医療機関に対して服用薬、

治療経過等に関する情報提供

退院時に入院医療機関から情報提供を受ける

その他
・病院研修における地域包括病棟業務。 ・定期連絡は無いので、必要に応じて退院時処方や状態を情報提供いただく。
・退院処方と入院持参薬の一包化など服薬上の問題点の確認、改善案の提示。
・退院時に注意点がある患者さんについて連絡・指導内容を受けた。
・退院時処方とその後の処方変更（先発品・後発品の違いなど含む）や残薬についての対応。 ・お薬手帳による情報共有。
・退院時に新しい薬が処方されるときに、連絡を頂くことがある。

服用薬の情報だけでなく、
患者情報その物も求められ
ている。情報共有は大きな
キーワード。
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入退院時における医療機関との連携を推進する上での課題についてお教えください。
＜複数回答可＞＜必須＞ N=3335

○患者の入院情報が把握できない（連絡がない）…2508件 ○患者の退院情報が把握できない（連絡がない）…2445件
○薬局業務のため退院時共同指導やカンファレンスに出向くことができない…1720件
○連携に対する報酬上の評価がない、もしくは見合わない…625件
○医療機関側に情報提供窓口などがない、もしくはわからない…1014件 ○その他…65件

日本保険薬局協会 調査結果 医療機関との連携

18.7%

30.4%

51.6%

73.3%

75.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

連携に対する報酬上の評価がない、もしくは見合わない

医療機関側に情報提供窓口などがない、もしくはわからない

薬局業務のため退院時共同指導やカンファレンスに

出向くことができない

患者の退院情報が把握できない（連絡がない）

患者の入院情報が把握できない（連絡がない）

その他
・病院薬剤師がカンファレンスにこれない。 ・入退院時のカンファレンスに参加したいが、医療機関から声が掛からないので行けない。
・入退院が多く、人員的にも物理的にも難しい。 ・退院時処方について問い合わせても、薬剤部で処方理由確認できないケースが多い。
・入院中の状況をまとめた様式のように入院になった患者の情報をまとめる様式があれば薬局に求めやすいのではないか。
・退院時共同指導やカンファレンスの場がない。 ・退院時共同指導に対する医療機関側の取り組みが見えない。 ・時間が合わず出向けない。
・制度自体が非現実的手法を求めているため困難である。ＴＶ会議が必要。 ・重要なため可能な限り参加しているが日業業務がタイトになる。
・情報共有をお薬手帳でおこなっているため患者の持参忘れがあると把握しきれない。 ・院内処方がお薬手帳に記載されない。
・医療機関側の認知、理解の不足。 ・ケアマネさんからの連絡がないとわからない。 ・医療機関側の忙しさ。
・医療機関側が必要性を理解していない。 ・Dr、Nsとの連携は出来ているが、病院薬剤師との連携が乏しい。
・医療機関において義務ではないため、連絡も窓口もないため薬局で把握するのは現状不可能。 ・ＴＶ会議等実施のためのＩＴ設備がない。
・ケアマネージャーからや家族からの連絡はあり、病院よりこない。 ・カンファレンス内での薬説明のための時間の確保。

そもそもの入退院情報の
把握が課題
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日本保険薬局協会 地域医療連携の手引き（薬局版）

外来や在宅医療そして入退院に際して、薬局薬剤師が、保険
医療機関の医師や薬剤師、その他施設の医療・介護従事者
との情報連携を図ることを主な目的として、日本病院薬剤師
会より公表された地域医療連携の手引き（Ver.１）を参考に作
成しました。
今後地域連携に取組む薬局に活用していただきたい
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手引きでは地域医療連携のためのツー

ルを紹介しています。

a. お薬手帳

b. オンライン資格確認

c. 薬剤管理サマリー

d. 服薬情報提供書

e. 患者の重複投薬等に係る報告書

f. 医療介護連携システム

日本保険薬局協会 地域医療連携の手引き（薬局版）
内容：一部抜粋



18

1‐4‐3 具体的な情報連携方法の確立

連携の仕組み作りで重要なポイントを示す。

a. 患者の入院や退院情報を把握できる仕組みを構築する。

b. 情報連携の担当窓口を明確にする。

c. 提供した情報が医師に伝達されるまでの流れを確認する。

d. 医師に伝わりやすい情報提供方法（記載内容や様式など）について確認する。

日本保険薬局協会 地域医療連携の手引き（薬局版）
内容：一部抜粋
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日本保険薬局協会 調査結果 服用期間中フォローアッ
プ

※詳細な調査結果は日本保険薬局協会ホームページに掲載されておりますのでご高覧下さい
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まとめ －服薬期間中フォローアップ 525事例ー

本調査で得られた結果は、日常生活
の中での薬物治療の経過をフォロー
アップすることによって得られた情報を
処方医はじめ、多職種に情報提供する
ことで、処方変更や、患者のアドヒアラ
ンス向上、治療経過の改善に、間接的
（内容によっては直接的）に繋がってお
り、治療効果の最大化及び医療費抑
制に貢献出来る可能性を示唆していま
す。
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地域医療における継続的な薬学的管理イメージ
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貴薬局(店舗)にご導入している機器について教えてください（複数回答可）回答薬局数 172薬局

・電子薬歴 171 （99.4%）

・PTP等の計数調剤の鑑査機器(ポリムス,アテルノ,Barreraなど) 115 （66.9%）

・自動一包化(Eser、Litreaなど) 95 （55.2%）

・軟膏練り機(THINKY,ひとひ練り,マゼリータ,軟膏練太郎 など) 76 （44.2%）

・自動散剤(DimeRoなど） 20 （11.6%）

・自動水剤(LiQなど) 19 （11.0%）

・自動一包化鑑査(PROOFIT、TabSight-Sなど) 7 （4.1%）

・自動PTP払出装置（ロボピック、ティアラ など） 8 （4.7%）

・その他：パラスター（ヒート錠剤取り出し器） 1 （0.6%）

薬局のシステム化の状況 日本保険薬局協会 調査結果

調剤室内に、新たに調剤機器(分包機1台分ほどの大きさ)を追加設置出来るスペース

13.4%

33.1%53.5%

新たな調剤機器の追加設置スペース

十分ある 少しはある ない(置けない)


